
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除の適用     

Ｑ：私は、父親からもらったお金と銀行借

入金で自宅を購入する予定ですが、父親から

もらったお金について住宅取得等資金の贈与

の適用を受けるつもりですが、この場合、住

宅借入金等特別控除の適用はどのようになり

ますか？                                         

                                              

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

住宅借入金等特別控除の適用を受ける金額

の計算の基礎となる「住宅借入金等の金額の

合計額」は、住宅の取得等に係る借入金の金

額が住宅の取得等に係る対価の額を超える場

合、その「住宅の取得等に係る対価の額」を

「住宅借入金等の金額の合計額」とすること

とされています。 

そして、この「住宅の取得等に係る対価の

額」については、住宅取得等資金の贈与の適

用を受ける場合には、その適用を受ける贈与

に係る金銭の額を「住宅の取得等に係る対価

の額」から控除した額となっています。 

したがって、住宅借入金等特別控除の適用

を受ける金額の計算の基礎となる「住宅借入

金等の金額の合計額」は、次のいずれか低い

金額となります。 

 ①住宅取得等に係る借入金の金額 

 ②住宅の取得等に係る対価の額から住宅取得

等資金の贈与に係る金銭に相当する額を控

除した金額 
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